
千葉県障害児等療育支援事業について 

 
１ 事業目的 

  障害児・者施設等の有する機能を活用し、在宅障害児等に早期診断、適切な治療

や訓練を実施し、また、在宅障害児等やその家族に対して適切な相談支援を実施す

ることにより、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図り、地域生活における療

育、相談支援体制の充実及び、在宅障害児等やその家族の福祉の向上を図る。 

 

２ 支援の対象者 

  県内（千葉市・船橋市・柏市を除く）に在住する在宅障害児等及び家族 

  具体的には、主に、１８歳未満で療育に関する問題で困っている者または１８歳

になるまでに発生した療育に関する問題で困っている者（療育手帳等の有無は問わ

ない） 

 

３ 委託事業所 

 指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所支援施設、指定障害福祉サービス事

業所、地域活動支援センター 等 

 

４ 年間利用回数の上限（１人あたり、施設支援指導事業は１施設あたり） 

 Ｈ２７～２８ Ｈ２９以降 

訪問療育相談支援事業 ２ ４ 

訪問療育支援事業 ３ ５ 

外来療育相談支援事業 ２ ２ 

外来療育支援事業（個別） ３ ５ 

   〃    （集団） ３ ５ 

施設支援指導事業 ４ ４ 

※平成２６年度までは利用回数の制限なし 

  

５ 事業実績                                              金額の単位：千円 

年度 実施事業所数 当初予算額 最終予算額 決算額 

Ｈ27 55 100,000 100,000  78,871 

Ｈ28 56 99,000 99,000 78,752 

Ｈ29 50 99,000 99,000 79,099 
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